
原子力発電からの脱却とエネルギー政策の転換を求める意見書 

 

６６年前に核兵器により被爆した広島と長崎の後、国は二度とこうい

う惨状が起こらないようにと原子力の平和利用を安全に進めてきまし

た。しかし東日本大震災の津波で福島第一原子力発電所がレベル７とい

うチェルノブイリに次ぐ大きな事故となり、発生後６ヶ月以上経過した

現在でも収束の目処は立っていません。 

福島の避難地域の住民が長期にわたり避難生活を強いられ、地域以外

の住民も通常よりも高い放射線の中で生活し、放射能の除染の計画もい

つ終わるかわからない状態です。また農作物、畜産物においても放射能

汚染の不安は全国的に広がっています。 

国民の原子力政策に対する不信・不安は頂点に達しており、人体に有

害な放射能を放出する核と人類の共存は困難です。将来に負の遺産を残

さず安心で安全な国民生活を保障する事が重要な政策です。 

政府はこの度の事故を鑑み原子力発電からの脱却と自然エネルギー

を推進する事を求め次ぎの事項を実施されることを強く要望します。 

  

記 

 

１、原子力発電を早期に見直し、自然エネルギー政策を推進すること。 

２、既存の原子力発電所を順次運転停止し、新たな建設や増設を行わな

いこと。 

３、放射能汚染物の処理場を早期に計画し建設すること。 

４、放射能の食品汚染の測定を長期にわたり続け公表すること。 

５、独立系発電事業者が売電できるように発電と送電の事業分離の推進

を進めること。 

 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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